
平成30年度第１回 東京都北区おたがいさま地域創生会議 次第 

平成３０年７月１３日 午後３時～  

北区役所第１庁舎４階第２委員会室 

１ 開  会 

２ 委員委嘱 

３ 会長選出 

４ 議  題 

（１）生活支援コーディネーター活動状況  

（２）平成30年度の取り組みについて  

（３）その他 

５ 閉  会 
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資料５  おたがいさま創生会議ワーキンググループについて 

資料６  （案）北区シニアおたすけ地域ガイド～居場所編～ 

参考資料 「こんにちは高齢者あんしんセンターです」パンフレット 



東京都北区おたがいさま地域創生会議委員 

 氏   名 備   考 

藤原 佳典 学識経験者（東京都健康長寿医療センター研究所 部長） 

碓井 亘 東京都北区医師会代表 

大場 庸助 東京都滝野川歯科医師会代表 

小川 孝 町会・自治会代表 

足立 賢一郎 民生委員・児童委員代表 

太田 淑江 地域活動（ボランティア）団体代表 

尾花 秀雄 商店街連合会代表 

大場 栄作 介護サービス事業者代表 

卜部 吉文 介護予防事業者代表 

中島 記久子 地域包括支援センター（生活支援コーディネーター）代表 

飯野 加代子  社会福祉協議会（地区担当者・生活支援コーディネーター） 

高木 博通 シルバー人材センター事務局長 

小野村 弘幸 健康福祉部長 

前田 秀雄 健康福祉部参事（地域保健担当） 

横尾 政弘 まちづくり部長 

【事務局】 

高齢福祉課長 岩田 直子 健康福祉課長 田中 英行 

長寿支援課長 酒井 史子 介護保険課長 浅香 伸子 

地域医療連携推進担当課長 内山 義明 
地域振興部副参事 

（地域のきずなづくり担当） 小野 祐子 
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東京都北区おたがいさま地域創生会議設置要綱

  ２８北福高第２７７１号

                      平成２９年３月１３日区長決裁

（設置）

第１条 高齢者、介護者及びその家族等が住み慣れた地域で安心して、自分らしい

生活を続けることができるよう、地域包括ケアシステムを構築するため、介護保

険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４８第１項

に規定する会議（地域ケア推進会議）及び法第１１５条の４５第２項第５号に規

定する事業を推進するための会議（協議体）として、東京都北区おたがいさま地

域創生会議（以下「創生会議」という。）を設置する。

 （所掌事務）

第２条 創生会議の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）地域の情報共有及び連携強化の構築に関すること。

（２）地域課題の発見及び解決に関すること。

（３）地域の社会資源の集約及び活用に関すること。

（４）生活支援体制整備のためのサービス資源の開発、人材育成及び人材確保に

関すること。

（５）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

２ 創生会議で協議された事項は、必要に応じ区長に提言することができる。 

 （委員の構成） 

第３条 創生会議は、区長が委嘱又は任命する委員をもって組織し、委員の構成は、

別表のとおりとする。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、前条の委嘱若しくは任命の日から3年を経過する日まで又

は東京都北区介護保険条例（平成１２年３月東京都北区条例第１２号）第１４条

に規定する運営協議会の委員としての任期が満了する日のいずれか早い日まで

とする。ただし、任期中に別表の委員の職を離れたときは、委員の職を失うもの

とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、妨げないものとする。 

（会長及び副会長）

第５条 創生会議に会長及び副会長をそれぞれ 1人置く。
２ 会長は委員の互選によってこれを定め、副会長は委員のうち会長が指名する。

３ 会長は、創生会議を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。
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（招集）

第６条 創生会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

２ 創生会議は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くこ

とができる。 

（庶務）

第７条 創生会議の庶務は、健康福祉部高齢福祉課が処理する。

（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

付 則

この要綱は、平成２９年３月１３日から施行する。

付 則（平成２９年３月１３日区長決裁２８北福高第２７７１号）



別 表（第３条関係）

医師代表

歯科医師代表

学識経験者

町会・自治会代表

民生・児童委員代表

地域活動（ボランティア）団体代表

商店街連合会代表

介護サービス事業者代表

介護予防事業者代表

社会福祉協議会（地区担当者・生活支援コーディネーター）

地域包括支援センター（生活支援コーディネーター）代表

シルバー人材センター事務局長

健康福祉部長

健康福祉部参事（地域保健担当）

まちづくり部長



各高齢者あんしんセンターの主任介護支援専門員や
生活支援コーディネーター等を中心に開催

各圏域高齢者あんしんセンター・社会福祉協議会の
生活支援コーディネーターが運営

学識経験者、医師、歯科医師、町会・自治会、民生・児
童委員、ボランティア、商店街連合会、介護サービス事
業者、介護予防事業者、社会福祉協議会、高齢者あんし
んセンター、シルバー人材センター 各委員で構成

北区における地域ケア会議と協議体

北区全域

高齢者あんしんセンター単位

王子・赤羽・滝野川 3圏域

おたがいさま地域創生会議

地域ケア連絡会
各圏域の地域課題
社会資源の把握
情報共有

地域課題の
発見・共有

高齢者あんしん
センター

民生・児童委員

介護事業所

ケアマネジャー 町会・自治会 ＮＰＯ
ボランティア

おたがいさま
ﾈｯﾄﾜｰｸ協力団体

社会福祉協議会

高齢者あんしんセンター・地域で
できるサポートの創出、課題解決

ネットワークづくり

小地域から集約した地域課題や活動について
情報共有、課題解決のための検討、サポートの創出

各圏域の地域課題の共有化および各分野の意見や
知恵からサポート・サービスの創出へとつなげる

＜政策形成＞
・高齢者保健福祉計画
への位置づけ

・介護保険運営協議会
・地域包括支援センター
運営協議会

地域ケア個別会議 （個別事例の検討）

地域包括ケア連絡会（地域課題の検討）

医療機関

行 政

民間企業

ワーキンググループの設置

出展「北区地域包括ケア推進計画」より
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資料４

１．生活支援コーディネーター活動状況（平成29年度） 

 第 1層（区全域）（1ヵ所）と各高齢者あんしんセンター（17ヵ所）に配置している。 

（１）第1層生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域にお 

いて、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネートを行う 

役割をもつものとして、平成29年度より北区社会福祉協議会に第1層（区全域）生 

活支援コーディネーター業務を委託している。 

（２）高齢者あんしんセンター 見守り／生活支援コーディネーター 

①配置の経緯 

平成 24年度から、見守りが必要な高齢者の把握と支援へつなぐ役割を担う「見守 

りコーディネーター」を介護保険法に決められている専門職に加え、北区独自に各高 

齢者あんしんセンターに配置した。 

介護保険法の改正により、生活支援体制整備事業を区市町村が実施することを踏ま 

え、平成28年度から見守りコーディネーターが生活支援コーディネーターを兼務す 

る「見守り／生活支援コーディネーター」として配置している。各高齢者あんしんセ 

ンター圏域の生活支援サービス提供団体、地域活動実施団体・者等の間の連携協働を 

促進する役割をもつものである。 

②平成29年度活動状況 

（ア）活動内容                

内容（関わり・働きかけ） 

計 

（延数） 関係形成 連絡調整 
会議・ 

事業参加 
運営支援 

研修・ 

セミナー 
その他 

1,594 907 925 619 122 331 4,498 

35.4% 20.2% 20.6% 13.8% 2.7% 7.4% 100.0% 
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（イ）連携先 

民生 

委員 

町会・ 

自治会 

住民団体 

(.ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ、NPO等)

福祉施設 

・事業所 

行政 

機関 

商店・ 

企業 
社協 医療 その他 

計 

（延数）

448 1,232 1,332 411 574 295 306 77 154 4,829 

9.3% 25.5% 27.6% 8.5% 11.9% 6.1% 6.3% 1.6% 3.2% 100.0%

（ウ）社会資源リストの作成 

 地域住民、ボランティア団体などが行っている活動のリスト化を継続して行っている。 

（エ）地域課題の把握および検討を行う会議への参加 

・地域ケア個別会議 33回 

・地域包括ケア連絡会 27回 

・認知症支援コーディネーター・地域支援推進員との合同検討会 2回 

（オ）各会議、連絡会等からの課題・取り組み（抜粋） 

課題 取り組み 

担い手不足 

・町会、シニアクラブなどの地域活動の後継

者がいない 

・閉じこもりがちな人や認知症の人をサロン

やカフェへの参加を声かけ、同行してくれ

る人、その場に一緒にいてくれる人がいる

とよい。 

・民生委員や町会・自治会との連携を増やす。 

・認知症サポーター養成講座の内容を含む通信を

作成し、町会自治会の掲示板、回覧板で配布した

り、地域振興室、ふれあい館、薬局などに通信を

置いてもらう。（養成講座の開催依頼の連絡あり） 

・介護予防拠点施設（ぷらっとほーむ）の機能を

活かし地域活動をしたい人の支援に取り組む。 

・様々なボランティア活動の見える化。 

場所の不足（居場所・活動場所）

・高齢者が行ける施設や場所が少ない。 

・区境の地域は隣接区の施設等の方が近いが

活用できないことも多い。 

・自治会や住民と一緒に居場所づくりについて勉

強会を開催。 

・対象を高齢者に限らず、世代や障害を問わない

ものや趣味活動に特化したものなど様々な種

類の活動の見える化、創出。 



資料４

交流・つながり

・子育て世代、若い世代が多い地域もあるが、

高齢者との交流やつながりが薄い傾向があ

る。 

・近隣に身近な協力者をつくっておく働きかけ。 

・多世代に認知症の理解を深める。（小学校での

認知症サポーター要請講座を開催） 

・地域ケア会議を町会単位で開催。 

・住民の高齢化が進んでいるマンションの管理組

合へ認知症サポーター要請講座等開催の声かけ 

買い物・生活支援

・店舗が少なく買い物難民となる地域がある。 

・ちょっとした支援の仕組みが少ない。 

・内服、通院の声かけ、定期通院に来ない時

に連絡をもらえる仕組み。 

・商店が少ない地域に対し、食料や日用品等の移

動販売の提供。 

・移動販売車の内容の充実。 

・関係機関との顔の見える連携。 

・商店へおたがいさまネットワーク協力団体、認

知症サポート店の周知声かけを継続する。 

交通・移動

・地形的な高低差が大きいため、地域内や他

地域への移動が困難。 

・移動の足が少なくタクシーで通院している

人が多い地域がある。 

・坂が多いなどの移動困難地域に対し、コミュニ

ティバスや福祉施設の車両等の活用による移

動支援ができないか。 

・乗り合いタクシーができないか。 

＜活動の傾向＞ 

活動内容「会議・事業参加」「運営支援」、連携先「住民団体(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、NPO等)」が増加。

地域の活動情報の収集や、地域ケア個別会議（主任ケアマネジャーが主担当）、認知症初期

集中支援事業（看護職（認知症支援コーディネーター）が主担当）などにも参画し、個別ケ

ースや地域からの課題把握と住民主体の活動やサポートの創出に取り組んでいるため、と

考えられる。 



資料４

２．平成30年度の取り組みについて 

（１）第1層生活支援コーディネーター 

引き続き北区社会福祉協議会に業務を委託している。平成30年度から、専任（1 

名）で業務を行う。区、高齢者あんしんセンターの見守り／生活支援コーディネータ 

ーと密接に連携しながら業務を実施する。 

  また今年度は、ワーキンググループの運営を行う予定である。 

（２）高齢者あんしんセンター 見守り／生活支援コーディネーター 

・社会資源リストから「北区シニアお助け地域ガイド～居場所編～」を作成 

（区民、関係機関の方々に配布予定） 

・3圏域地域包括ケア連絡会でネットワーク構築、サポート創出の検討 

圏域 日時 テーマ 

王子 9／4(火)  14～16時 多世代ｺﾐｭﾆﾃｨの構築を目指してPart2～作ろう地域の目～ 

赤羽 9／25(火)  14～16時 地域のつながりを広げよう～たかがベンチ、されどベンチ～ 

滝野川 10／11(木) 10～11時30分 地域から孤立する人達～集合住宅における見守り～ 

・各高齢者あんしんセンターでの地域包括ケア連絡会、地域ケア個別会議、認知症初期 

集中支援事業との協働を引き続き行っていく。 





3

730 13
3369 60
1524 27

75 805

2 3 5

3

863

144

75 2



3

CSW

30 10



3

3

2



資料６（案）
























